
様式第３号の２（第７条関係）  

審  議  経  過  

 

２ 協議 

⑴ 個人情報取扱事務の報告 

【開始】定額減税不足額給付金支給事務 

税務課 

 

 

委員からの意見 

 事務の概要及び個人情報の取扱いに関する安全管理措置について

説明 

 

事務の実施に対する意見なし 

 

３ その他 

⑴「伊万里市介護保険事業における死者の介護保険情報の開示に関する要綱（案）」の

制定について 

長寿社会課 

 

委員からの意見 

要綱（案）の概要について説明 

 

 死者情報は、個人情報の保護に関する法律の適用外となり、開示

については独自の裁量で行っている。死者に本人の意思はなく、権

利を行使することはできず、一般的な法的ルールはない。しかし、

本市では従前の個人情報保護条例では相続人等に対し死者情報を開

示していたことから、その権利性及び死者情報の社会的な需要並び

に生存する遺族の権利利益の保護の観点からも、死者情報の提供に

応じる必要性は高く、死者のプライバシーへ配慮しつつ情報提供で

きる制度を構築していくことが望ましい。 

 この趣旨から、長寿社会課で相続人等に提供する死者情報につい

て、課内で改めて死者情報の整理を行ったうえで、提供する様式を

作成することが望ましい。 

 

 


